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企業実務に深く関わる法律や制度の動きについて、
専門家から解説していただきます

1　本年9月の勧告
　公正取引委員会は、消費税の転嫁を阻害する行為が
あったとして、本年9月に2件の勧告を行いました。
　まずその概要をご紹介した後、注意すべき点について
考えてみたいと思います。
①　令和元年9月20日付け勧告（㈱中日新聞社）
　中日新聞社は、原稿作成事業者に記事やイラストの
作成を、輸送事業者に日刊新聞等の輸送を、委託講師
に対してカルチャー教室の講師業務をそれぞれ委託し
ていましたが、その委託料について平成26年4月1日
以後も消費税率引上げ分を上乗せせず、税込料金を同
年3月31日までの税込料金と同額に定めて支払ってい
たことが消費税転嫁対策特別措置法（特措法）に違反
する行為（買いたたき）と判断されました。
②　令和元年9月24日付け勧告（大東建託㈱）
　大東建託は、賃貸人から継続して駐車場等を賃借し
ていますが、賃貸人のうち、駐車場等の賃料を消費税
を含む額で定めている一部の賃貸人に対し、平成26
年4月分以後の賃料について、消費税率引上げ分を上
乗せせず、同年3月分の賃料と同額の賃料を支払った
ことが、買いたたき行為と判断されました。

2　転嫁を阻害する行為のリスク
　上記勧告は、いずれも26年4月1日に消費税率が5％
から8％へ引き揚げられた際の対応が問題とされていま
す。今回の増税に関しても、仕入先や業務委託先に対し、
税込価格を据え置いたまま支払うなどの特措法に違反す
る行為が行われれば、数年後に指導や勧告を受ける可能
性があります。
　特措法に違反する行為があったと認められるときは過
去に遡って差額の支払等を求められるだけでなく、勧告
を受けることになれば企業名も公表されるため、企業経
営が被るダメージは大きいものがあります。

3　具体的な対応策
　特措法に違反するとして指導、勧告を受ける行為のほ
とんどは、増税部分を上乗せして支払わない「買いたた
き」行為ですが、今般の増税に伴ってガイドラインも改
訂され、軽減税率が適用される場合に注意すべき行為に
関する記述が追加されています。
　例えば、小売事業者が食品を消費者に販売する際には
軽減税率（8％）が適用されることを理由として、その
食品の包装材（10％適用商品）の仕入先に対する買掛
金について増税前の税込価格を据え置いて支払うことは、
特措法が禁止する「買いたたき」行為に該当します。
　経営者の皆様は特措法について十分注意されていると
思われますが、大きな企業では、現場の判断で違反行為
が行われている可能性もあります。営業担当者や仕入担
当者に対し、改めて特措法により禁止されている行為の
内容を周知されることが必要と考えます。

　時間外労働が発生する原因は、「仕事の絶対量が多
い」「社員の要領が悪い」「業務以外のところに問題が
ある」といったことですが、担当者レベルで改善できる
内容は限られています。時間外労働の削減を実現するに
は以下のようなポイントがあります。
1　変形労働時間制の導入
　変形労働時間制は、一日の法定労働時間（8時間）、
一週間の法定労働時間（40時間）を超えても、一定の
期間を平均して法定の労働時間内に収まっていれば採用
できる制度です。会社の実情に合った変形労働時間制を
採用することによって、労働時間の短縮に効果がありま
す。多くの企業において有効と考えられるのは、一か月
単位の変形労働時間制と、一年単位の変形労働時間制で
す。
2　社員の要領や資質の問題
　時間外労働は、「仕事の絶対量が多い」という事実に
基づいて発生する場合が多いのですが、仕事に対する社
員の心構えや態度に起因することもあり、社員の意識改
革によって時間外労働削減に大きな効果が出てきます。
指導や教育を通じて、心構えや態度を確認してみましょ
う。
3　タイムカード等のみで時間管理している
　労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時
間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が
業務に従事する時間は労働時間にあたるとされています。
タイムカード等に記録された時間をそのまま労働時間と
してカウントするなどの処理のため、時間外労働につい
ての指揮命令がないにもかかわらず時間外労働として取
り扱っている場合があります（業務終了後の歓談で、タ
イムカード等の記録が遅れる例など）。時間外労働の指
示命令がない場合は、業務終了後は速やかに退出するこ

とを徹底しましょう。
4　時間外労働を社員の意思にゆだねている
　「時間外労働をするかしないか」を社員の意思に任せ
ていては、時間外労働の管理はできません。時間外労働
の申請・届出・指示といった社内ルールを徹底し、時間
外労働を本人が申請する場合は、上司が申請内容を
チェックし、指示するというルールを定める必要があり
ます。
5　無駄な時間の削減ができていない
　一般に、無駄な労働時間を削減するために、「5S：
整理・整頓・清掃・清潔・躾」の徹底（特に「2S：整
理・整頓」の徹底）が効果的だとされています。これは
とりわけ製造業にとっては大変有効な活動です。
6　時間外労働する人を評価しがちである
　「時間外労働が多い人＝頑張っている人」といった評
価をしてしまうことがあります。業務ごとの処理時間・
処理方法の整備やそれに伴う教育体制づくりを行うこと
によって、「時間外労働が少ない人＝処理能力が高い
人」といった評価も可能となります。
7　コミュニケーション不足による時間外労働
　部門間の協力体制や他部署とのコミュニケーション不
足が原因で、業務依頼が遅れることにより、時間外労働
が発生してしまうことがあります。他部署への業務依頼
の情報伝達がスムーズに行えるようにコミュニケーショ
ン方法を再確認しましょう。
8　管理職のマネジメント不足
　担当部署の管理職が変わったことによって、雰囲気が
変わったり、業務の流れが改善されたりといった事例は
数多くあります。管理職の教育・研修が時間外労働削減
につながることもあります。場合によっては、管理職の
変更も視野に入れる必要があります。
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「働き方改革」 ： 時間外労働の削減
　弊社は、大手企業の下請けとして製造業を営んでおり、社員数
は20人です。最近、受注量の増加により、1か月に数十時間の時間
外労働が恒常的に発生しています。「働き方改革」を進めるため
にも時間外労働の削減を考えていますが、具体的にはどのような
対策があるのでしょうか。
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消費税の転嫁を巡る注意点
　この10月から消費税率が10％に上がりました。
　当社でも軽減税率やポイント還元制度に向けた対応に追われて
きましたが、消費税の転嫁対策にも注意が必要と聞きました。
　取引先と商談を行うにあたって、具体的にどのような点に注意
すればよいでしょうか。

（出典：公正取引委員会ウェブサイト）

｜ 2019年11月 神戸商工だより ｜ 23専門家に聞く


